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令和６年度使用の明石市立義務教育諸学校の教科用図書（小学校用 

教科用図書）採択のこと 

 

令和６年度使用の明石市立義務教育諸学校の教科用図書（小学校用教科用図書）

を採択する。 

 

  令和５年８月７日提出 

 

 

 

明石市教育委員会教育長   北 條 英 幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

記 

 

 

令和６年度使用の明石市立義務教育諸学校の教科用図書（小学校用教科用図書）

については、別添教科用図書明石地区選定委員会答申書を基に協議し、採択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 本案は、教科用図書明石地区選定委員会の答申を受け、令和６年度使用の明石市

立義務教育諸学校の小学校用教科用図書を採択しようとするものである。 



 

 

 

 

答 申 書 
 

 

令和６年度使用の義務教育諸学校の教科用図書 

（小学校用教科用図書）の調査検討について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月７日 

教科用図書明石地区選定委員会 
 

 

 

 



2 0 23 年（令和５年）８月７日 

 

明石市教育委員会    様 

 

教科用図書明石地区選定委員会 

会 長   筒 井  茂 喜 

 

 

令和６年度使用の明石市立義務教育諸学校の教科用図書（小学校用教科用図書） 

の調査検討について（答申） 

 

 

２０２３年（令和５年）６月１５日付け、明教委学第５４０号で諮問のあった標記の

ことにつきまして、下記のとおり答申します。 

 

 

記 

 

教育委員会から諮問を受けました、令和６年度使用の義務教育諸学校の教科用図書（小

学校用教科用図書）の調査検討につきましては、調査検討事項が多岐にわたりましたの

で、教科用図書明石地区選定委員会要綱に基づきまして、調査員会を設置しました。 

 同調査員会では、兵庫県教育委員会より送付されました「調査研究資料」等を参考に

しまして、種目ごとに小学校用教科書目録に掲載されている発行者から明石市教育委員

会に送付された全ての教科用図書について、綿密な調査研究を行いました。 

  

 その結果、選定委員会では、調査員が調査研究しました種目ごとの全ての教科用図書

について慎重に審議し、教科用図書明石地区選定委員会設置要項第３条第２項により、

令和６年度使用小学校用教科用図書については、「令和６年度使用明石市立小学校教科用

図書調査研究報告書に基づく資料」をもって答申いたします。 

 

 なお、特別支援学級の教科用図書については、文部科学省検定済教科書、文部科学省

著作教科書を使用する方向で、児童生徒の実態に応じて、学校教育法附則第９条の規定

による一般図書を採択することとします。 

 

 

 



令和６年度使用明石市立小・中学校教科用図書の採択に関する基本方針 

 

明石市教育委員会 

 

１ 採択にあたっての基本的な考え方 

 教科用図書の採択にあたっては、いかなる疑念の目も向けられることがないよう、公正

性及び透明性の確保を徹底し、教育基本法、学校教育法、学習指導要領に加え、兵庫県

教育基本計画である第３期「ひょうご教育創造プラン」・「第３期あかし教育プラン」の

趣旨を踏まえながら、本市の児童生徒の実態に最も適した教科用図書を教育委員会が採

択する。 

 

２ 本年度の教科用図書の採択 

 採択は、選定委員会の報告に基づき、教育委員会が決定する。 

（１）小学校 

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の定めるところにより、

本年度は採択替えを行う年度にあたるので、令和４年度と異なる教科書を採択できる

ことから、採択の対象となる教科用図書を公平に調査し、本市の児童の実態に最も適

合した教科用図書を採択する。ただし、「小学校用教科書目録（令和６年度使用）」に

登載されているもののうちから採択する。 

（２）中学校 

令和４年度に採択したものと同一の教科書を採択する。 

（３）特別支援学校及び特別支援学級 

   文部科学省検定済教科書（下学年用等）、文部科学省著作教科書を使用する方向で検 

  討し、児童生徒の実態に応じて、学校教育法附則第９条第１項の規定による「一般図   

  書（特別支援学校・学級用）」（以下「一般図書」という。）を採択する。 

  ア 文部科学省著作教科書 

   ① 小学校 

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の定めるところによ

り、本年度は採択替えを行う年度にあたるので、令和４年度に採択したものと異

なる教科書を採択することができることから、採択の対象となる教科用図書を公

平に調査し、本市の児童の実態に最も適合した教科用図書を採択する。ただし、「小

学校用教科書目録（令和６年度使用）」に登載されているもののうちから採択する。 

   ② 中学校 

令和４年度に採択したものと同一の教科書を採択する。 

イ 一般図書 

    一般図書については毎年度異なる図書を採択することができるが、その際、文部 

科学省発行の「令和５年度用一般図書契約予定一覧」及び兵庫県教育委員会発行の 

「学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書調査研究資料」を参考に採 

択する。 

 



（４）学習者用デジタル教科書の考慮について 

 ア 教科書採択は紙の教科書を決定する行為であり、調査・検討の対象は紙の教科書

であることを基本とする。 

イ 令和６年度以降、英語の学習者用デジタル教科書（以下「デジタル教科書」とい

う。）が紙の教科書と併せて提供される予定であり、令和５年度の小学校英語の教

科書採択については、小学校英語のデジタル教科書を調査し、考慮の一事項とす

る。 

 

３ 採択にかかる組織 

 教科用図書の採択にあたり以下の組織を設ける。 

（１）小学校、中学校の教科用図書の採択については、義務教育諸学校教科用図書選定委 

員会を設置する。また、調査研究のために、教科ごとに調査員会を設置する。調査員

会が教科用図書の調査研究を行い、義務教育諸学校教科用図書選定委員会が報告を行

う。 

 

４ 採択結果及び理由等の公表 

 教科書の採択結果及び理由等採択に関する情報の積極的な公表に取り組み、採択に関す

る説明責任を果たす。 

 

５ 公正性・透明性の確保 

（１）規範等の遵守 

  ア 校長、教員をはじめ採択関係者は、文部科学省の指導や教科書発行者が定める「教 

    科書発行者行動規範」等を遵守する。 

  イ 外部からの不当な影響により教科書採択が左右されることなく、採択権者の判断

と責任で採択できるよう、学校と情報共有するなど密接に連携し、適切に対応す

る。 

（２）教科書発行者との健全かつ適切な関係の保持 

  ア 質の高い教科用図書とするためには、日々の授業実践を通じて得られた教員等の

意見が反映されることは意義がある。また、教員等が行う授業研究や教材研究等

の効果的な実施に当たっては、教科書発行者が有する知見を活用することも必要

となると考えられる。しかしながら、一般の国民ないし地域住民から教科書採択

の公正性・透明性に疑念を生じさせる行為と受け止められることがないよう、教

科書発行者との健全かつ適切な関係を保持する。 

  イ 校長、教員をはじめ採択関係者は、教科書発行者に対し、教科書採択の勧誘を目

的として又はその目的であるとの疑念を生じさせるおそれがある形での金銭その

他の利益の供与又はその申出は絶対に行わない。 

ウ 教科書発行者の行為の内容又はそれに対する教員等の関与もしくは荷担の内容・

程度によっては、地方公務員法第３２条、第３３条又は第３８条の規定に違反す

ることになり得る。 

 



（３）教科書見本の取扱い 

  ア 教科書見本の送付は、教科書採択の勧誘を目的としていると認識し、教科書発行

者と健全かつ適切な関係を保つ。 

  イ 教科書見本については、教科書発行者から各教育委員会に送付することができる

上限を超えて求めることは厳に行わない。 

  ウ 令和３年度以前に検定を受けた教科書の見本については、教科書採択にあたって

の調査研究等に活用するものであることに留意し、今後の授業等に活用する目的

で教科書発行者に送付を求めない。 

  エ 採択期間終了後に、教科書発行者に授業研究や教材研究等のために教科書見本の

送付を求めることは行わない。なお、採択期間に送付された教科書見本について

は、採択終了後の授業研究や教材研究に有効活用する。 

  オ 共同採択地区において、教科書見本の部数が過多となり、教科書発行者に引き取

りを求める場合には、特定の教科書発行者のみに引き取りを求めない。 

カ 教科書見本と併せて、又は個別に、デジタル教科書の部分サンプルや内容解説資

料その他教科書発行者が広く無償で配布する資料を受け取ることは差し支えない。

ただし、資料の名称を問わず、有償の商品やサービスを無償又は廉価に提供を受

けるなど教科書発行者からの不当な利益供与が禁止されていることに注意する。 

 

（４）過当な宣伝活動等への対処 

  ア 宣伝活動等の加熱を防止するため、採択期間においては、教科書発行者が新たに

採択される教科書に関する説明会、講習会又は研修会等の主催や開催の関与を行

うことが禁止されていることを理解し、適切に対応する。 

  イ 採択権者は、採択事務説明会などの機会を活用し、発行者の宣伝活動の実態を把

握する。また、採択事務に支障を来す事態が発生した場合や不当な働きかけがあ

った場合においては、警察など関係機関と連携しながら、毅然とした対応を取る。 

 

（５）検定申請本の取扱い 

  検定申請本は、検定の行政処分を行う際の対象であり、教科書発行者が教科書採択を

勧誘するための宣伝活動（実質的にそれと同視され得る活動を含む）に使用することは

一切認められていないことをすべての採択関係者及び校長、教員に周知徹底する。 

 

６ その他 

（１）教科用図書の採択にあたっての具体的な手続きについては、「兵庫県採択事務取扱要 

  領」に基づいて行う。 

（２）教科書展示会場は、一般県民も閲覧することから可能な限り県民が参会しやすい施  

  設とすること。 

 



令和５年度使用明石市立小学校教科用図書一覧 

 

 

令和５年度使用明石市立中学校教科用図書一覧 

種 目 
発  行  者 

教  科  書  名 
略 称 

国  語 東京書籍 新しい国語 

書  写 光村図書 中学書写 

社  会（地理的分野） 帝国書院 社会科 中学生の地理 

社  会（歴史的分野） 帝国書院 社会科 中学生の歴史 

社  会（公民的分野） 東京書籍 新しい社会 公民 

社  会（地図） 帝国書院 中学校社会科地図 

数  学 啓林館 未来へひろがる数学 

理  科 啓林館 未来へひろがるサイエンス  

音  楽（一般） 教育出版 中学音楽 

音  楽（器楽合奏） 教育出版 中学器楽 

美  術 開隆堂 美術 

保健体育 東京書籍 新しい保健体育 

技術・家庭（技術分野） 東京書籍 新しい技術・家庭 技術分野 

技術・家庭（家庭分野） 開隆堂 家庭分野 生活の土台  

外国語（英語） 東京書籍 NEW HORIZON English Course 

特別の教科 道徳 日本文教出版 中学道徳 あすを生きる 

 

種 目 
発  行  者 

教  科  書  名 
略  称 

国  語 東京書籍 新しい国語 

書  写 教育出版 小学 書写 

社  会 東京書籍 新しい社会 

地  図 帝国書院 楽しく学ぶ  小学生の地図帳 ３・４・５・６年 

算  数 啓林館 わくわく算数 

理  科 啓林館 わくわく理科 

生  活 啓林館 わくわくせいかつ・いきいきせいかつ 

音  楽 教育出版 小学音楽 音楽のおくりもの 

図画工作 日本文教出版 図画工作 

家  庭 開隆堂 小学校 わたしたちの家庭科 

保  健 東京書籍 新編 新しい保健 

外 国 語 東京書籍 
New Horizon Elementary English Course ５・６ 

Picture Dictionary 

特別の教科 道徳 教育出版 小学道徳 はばたこう明日へ 



 

２０２３年度（令和５年）教科書展示会 

（実施期間：２０２３年６月１４日～７月３日実施・土曜日、日曜日除く） 

 

１ 閲覧人数    名（一般：１７人 学校関係者：１人 行政関係者：３９人） 

 

２ 意見等（来会者のアンケートより） 

年齢・職業等 意見内容（原文ママ） 

40代 会社員 

 

主に外国語科の教科書を中心に拝見しました。今年度までの内容を継

続される教科書、ガラッと変えてきた教科書等、各社様々な考えが見え

ました。弊社は明石市の外国語教育に関わらせていただいています

が、どの教科書を採択されるか、楽しみにしております。ありがとうござ

いました。 

40代 会社員 
小学校の新しい教科書を見に来ました。時代の変化を感じています。と

ても見やすく展示してありました。ありがとうございます。 

４０代 自営業 

我が子が学ぶ教科書への関心がなかったが、いろんな教科書があり

面白かった。書写の本がどれもお手本ばかりで、もっと「こんな字

が書きたい！」と思わせるような作品をのせても良いと思った。 

４０代 無職 とてもカラフルで勉強が楽しくなりそうな内容でした。 

40 代 公務員 

人権的な視点で保健や道徳の教科書を拝見しました。性の多様性、プ

ライベートゾーン、権利等の記載が以前より多くなっている気がして、少

しホッとしました。 

５０代 公務員 

色いろな出版書の教科書が教科ごとに並んでいて見やすいと感じまし

た。もう少しゆっくり時間をとって様々な教科を見比べたいと思いまし

た。 

７０歳以上  

無職 

たまたま市民センター出かけて来て、良い資材拝見、又寄せてもら

いたいです。息子にも孫にも良いチャンス見せてみたいです。 

 












































